
問合先　新関西国際空港㈱ 広報グループ（☎455-2201）
ホームページ http://www.kansai-airport.or.jp/

■関西国際空港 第1ターミナルビル
リノベーション グランドオープン！

　昨年3月より改修工事に着
手した「関西国際空港 第1
ターミナルビル リノベーショ
ン」が完成し、3月31日にグ
ランドオープンしました。こ
のリノベーションにより、商業施設や利便施設が大幅にパ
ワーアップし、ご利用されるお客様に、より一層ご満足い
ただけるターミナルビルに生まれ変わりました。
　一般エリアでは、コンビニエンスストアの「ファミリー
マート」が、24時間営業で第1ターミナルビル2階と4階
にそれぞれ1店舗ずつ出店。さらに、同ビル4階の国際線
出発フロアにある外貨両替、ATMなどのサービス施設を
中央に集約し、分かりやすく使い勝手のよいコーナーとな
りました。
　国際線出国エリアでは、3月に「UNIQLO」や「CHANEL」
をはじめとした新規免税店の出店や、当社直営免税店のリ
ニューアルなどを行い、商業店舗をさらに充実させました。
　これからも「より便利で、より快適な、より楽しい」空
間を提供し、空港の魅力、価値の向上に繋げてまいります。
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5
５
月
は
「
水
防
月
間
」

　
毎
年
出
水
期
前
の
５
月
は
水
防
月

間
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
雨
や
長
雨
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
よ

る
洪
水
な
ど
の
水
害
か
ら
身
を
守
る

に
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
一
人
ひ
と

り
が
水
防
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、 

「
自
ら
の
命
は
自
ら
守
る
」
と
い
う

考
え
方
の
も
と
、
自
ら
で
災
害
に
備

え
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
災
害
に
備
え
て
次
の

こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。 

◦
自
ら
す
す
ん
で
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ

オ
の
気
象
情
報
か
ら
災
害
や
警
報
・

注
意
報
の
情
報
を

得
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

◦
自
ら
の
指
定
避

難
所
や
避
難
経
路

は
、
あ
ら
か
じ
め
家
族
で
決
め
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

◦
最
低
３
日
分
の

食
料
、
常
備
薬
、

下
着
類
な
ど
を
入

れ
た
非
常
用
持
ち

出
し
袋
な
ど
を
準

備
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

※
指
定
避
難
所
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
市
発
行
の
防
災
マ
ッ
プ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
市
民
協
働
課

５
月
は
「
宅
地
防
災
月
間
」

　
造
成
中
の
急
斜
面
、
無
理
な
積
み

方
を
し
た
石
垣
、
風
化
の
著
し
い
崖

面
な
ど
は
、
長
雨
、
大
雨
な
ど
に
よ

り
思
わ
ぬ
災
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
宅
地
災
害
は
、
い
っ

た
ん
起
こ
る
と
家
屋
や
家
財
、
と
き

に
は
尊
い
人
命
に
か
か
わ
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
大
雨
が
予
想
さ
れ
る
梅
雨
期
を
前

に
、
宅
地
造
成
工
事
な
ど
に
よ
っ
て
起

こ
る
崖
崩
れ
や
土
砂
の
流
出
に
よ
る

災
害
発
生
を
未
然
に
防
ぎ
、
宅
地
災

害
を
な
く
す
た
め
、
府
や
市
、
消
防

署
や
警
察
署
、
関
係
機
関
な
ど
が
協

力
し
宅
地
防
災
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

◦
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル

　
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
が
、
宅
地
造
成
地

や
土
砂
採
取
地
な
ど
の
安
全
性
な
ど

を
点
検
・
指
導
し
ま
す
。

◦
宅
地
防
災
技
術
研
修
会

　
宅
地
造
成
事
業
者
や
設
計
者
な
ど

を
対
象
に
宅
地
防
災
に
関
す
る
技
術

研
修
会
を
5
月
下
旬
に
開
催
し
ま

５
月 

21
日
～ 

30
日

春
の
地
域
安
全
運
動

～
み
ん
な
で
力
を
あ
わ
せ
て

安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
～

【
ひ
っ
た
く
り
被
害
防
止
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
】

　

自
転
車
で
お
越
し
の
人
の
み
、

ひ
っ
た
く
り
防
止
カ
バ
ー
を
無
料
取

付
し
ま
す
。（
先
着
１
０
０
台
）

日
時　
５
月
22
日
㈮

　
　
　
午
前
10
時
30
分
〜

場
所　
マ
ル
ナ
カ
泉
佐
野
店 

駐
輪

場
付
近

【
子
ど
も
被
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
】

　

地
球
戦
士
ゼ
ロ
ス
に
よ
る
防
犯

シ
ョ
ー
を
行
い
ま
す
。

日
時　
５
月
24
日
㈰ 

午
後
１
時
〜

場
所　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
日
根
野
店 

出
会
い
の
広
場

【
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
盗
難
防
止
ネ

ジ
無
料
取
付
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
】

　
自
動
車
70
台
・
二
輪
30
台
（
先
着

順
）
に
無
料
取
付
し
ま
す
。
字
光
式

ナ
ン
バ
ー
、
外
車
、
特
定
の
軽
自
動

車
な
ど
、
一
部
取
付
不
可
の
車
種
も

あ
り
ま
す
。

日
時　
５
月
24
日
㈰ 

午
後
３
時
〜

場
所　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
日
根
野
店 

駐
車
場
付
近

問
合
先　
泉
佐
野
警
察
署 

生
活
安

全
課
（
☎
４
６
４・１
２
３
４
）

※
諸
事
情
に
よ
り
、
予
告
無
し
に
中

止
・
変
更
な
ど
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

す
。詳
し
く
は
府 

建
築
指
導
室
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

【
家
庭
で
も
宅
地
災
害
を
未
然
に
防
ぐ

点
検
を
お
願
い
し
ま
す
】

　
自
宅
の
周
辺
を
点
検
し
、
必
要
な

と
き
は
早
急
に
適
切
な
処
置
を
し
ま

し
ょ
う
。

◦
石
垣
、
擁
壁
に
亀
裂
な
ど
が
入
っ

て
い
な
い
か
。
水
が
し
み
出
し
て
い

な
い
か

◦
石
垣
、
擁
壁
な
ど
の
水
抜
き
穴
か

ら
う
ま
く
水
が
流
れ
出
て
い
る
か

◦
地
盤
が
沈
下
し
て
い
な
い
か

◦
排
水
用
の
溝
に
泥
な
ど
が
つ
ま
っ

て
い
な
い
か

※
詳
し
く
は
府 

建
築
指
導
室
発
行

の｢

石
積
み
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
よ
う

壁
の
自
己
診
断
マ
ニ
ュ
ア
ル｣

を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
府 

建
築
指
導
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

チ
ラ
シ
配
布
・
相
談
・
問
合
先

◦
市 

都
市
計
画
課

◦
府 

審
査
指
導
課

（
☎
06
・
６
２
１
０・９
７
２
０
）
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５
月
11
日
～
20
日

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　

　
交
通
事
故
は
、
い
つ
・
ど
こ
で
起

こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
日
ご
ろ
か

ら
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
交
通
マ
ナ

ー
の
実
践
を
習
慣
づ
け
、
加
害
者
に

も
被
害
者
に
も
な
ら
な
い
よ
う
に

交
通
安
全
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

【
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
】

◦
道
路
で
遊
ん
だ
り
、
無
理
な
横
断

や
信
号
無
視
は
や
め
ま
し
ょ
う

◦
夕
暮
れ
や
夜
間
の
外
出
時
は
、明
る

い
色
の
目
立
つ
服
装
に
し
ま
し
ょ
う

◦
ド
ラ
イ
バ
ー
は
交
通
安
全
講
習
を

積
極
的
に
受
け
、
子
ど
も
や
高
齢
者

へ
の
思
い
や
り
と
、
ゆ
と
り
の
あ
る

運
転
を
し
ま
し
ょ
う

◦
70
歳
以
上
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、「
高

齢
運
転
者
標
識
」
を
つ
け
ま
し
ょ
う

【
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
】

◦
自
転
車
は
「
軽
車
両
」
で
車
の
仲

間
で
す
。
交
通
ル
ー
ル
を
守
っ
て
安

全
な
通
行
を
心
が
け
、
歩
行
者
の
横

を
通
行
す
る
と
き
は
、
減
速
し
十
分

な
距
離
を
取
り
ま
し
ょ
う

◦
二
人
乗
り
、
傘
差
し
運
転
、
携
帯

電
話
や
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
を
使
い
な
が
ら

の
運
転
は
大
変
危
険
で
す
の
で
、
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
夕
暮

れ
時
は
早
め
に
ラ
イ
ト
を
つ
け
ま

し
ょ
う

◦
幼
児
や
児
童
が
自
転
車
に
乗
る
、ま

た
は
乗
せ
る
と
き
に
は
、
ヘ
ル
メ
ッ

ト
を
着
用
さ
せ
ま
し
ょ
う

◦
万
が
一
に
備
え
、
自
転
車
の
保
険

に
加
入
し
ま
し
ょ
う

◦
自
転
車
の
放
置
は
、
歩
行
者
の
飛

び
出
し
事
故
や
通
行
の
妨
害
な
ど
の

原
因
に
な
る
の
で
、
絶
対
に
や
め
ま

し
ょ
う
。
自
転
車
は
駐
輪
場
な
ど
決

め
ら
れ
た
場
所
に
駐
輪
し
ま
し
ょ
う

【
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

の
徹
底
】

◦「
面
倒
だ
か
ら
」「
す
ぐ
近
く
だ
か

ら
」
と
い
う
安
易
な
気
持
ち
を
持
た

ず
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
や
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
を
必
ず
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

後
部
座
席
の
人
も
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

の
着
用
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

【
飲
酒
運
転
の
根
絶
】

◦
ド
ラ
イ
バ
ー
は
「
飲
ん
だ
ら
乗
る

な
、
乗
る
な
ら
飲
む
な
」
を
必
ず
守

り
ま
し
ょ
う

◦
「
飲
酒
運
転
は
絶
対
に
し
な
い
・

さ
せ
な
い
」
の
合
い
言
葉
の
も
と
、

家
族
だ
け
で
な
く
友
人
な
ど
で
お
互

い
に
注
意
し
あ
い
ま
し
ょ
う

問
合
先　
道
路
公
園
課

住
宅
用
火
災
警
報
器
は

家
族
の
命
を
守
る
見
張
り
番

【
設
置
を
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
】

　
１
月
か
ら
管
内
で
住
宅
火
災
が
急

増
し
、
警
報
器
未
設
置
住
宅
の
火
災

で
は
、犠
牲
者
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火
災
時

の
煙
を
感
知
し
、
音
声
や
ブ
ザ
ー
で

火
災
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
素

早
く
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
あ

な
た
と
家
族
」の
命
を
守
る
設
備
で
、

火
災
予
防
条
例
に
よ
り
設
置
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
設
置
し
て
い
な
い
人
は
、
設
置
を

お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

【
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
維
持
管
理
】

　
せ
っ
か
く
取
り
付
け
た
住
宅
用
火

災
警
報
器
も
、
正
常
に
機
能
し
な
け

れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
万
が
一

の
火
災
に
備
え
、
日
頃
か
ら
点
検
と

手
入
れ
を
し
、
10
年
を
目
安
に
取
り

換
え
ま
し
ょ
う
。

【
悪
質
な
訪
問
販
売
に
ご
注
意
を
】

　
消
防
署
が
住
宅
用
火
災
警
報
器
や

消
火
器
を
販
売
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
住
宅
で
は
、
点
検
報
告

の
義
務
も
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
に
思

え
ば
、
最
寄
り
の
消
防
署
か
消
防
本

部
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
泉
州
南
広
域
消
防
本
部 

予

防
課
（
☎
４
６
９・０
８
８
６ 

Fax
４
６

０・２
１
１
９
）

平成27年度 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
税制抜本改革法に基づき、低所得者および子育て世帯に対し、消費税率引き上げ（5％→8％）による負担の影
響を緩和するため、平成26年度に実施された下記の2つの給付金について、平成27年度も引き続き実施される
ことになりました。現在準備中のため、具体的な申請の受付時期・手続などについて決まり次第、広報いずみ
さのやホームページなどでお知らせします。
※①②の2つの給付金は、それぞれ支給対象要件を満たしていれば併給されます。

問合先　厚生労働省専用ダイヤル（☎0570-037-192 土・日曜日、祝日除く午前9時～午後6時）

①臨時福祉給付金
基準日　平成27年1月1日時点で住民登録してい
る市区町村へ申請
支給対象　平成27年度市民税（均等割）が課税さ
れない人
※自身を扶養している人が課税されている場合や、
生活保護の被保護者や中国残留邦人などに対する
支援給付の受給者となっている場合などは対象外
支給額　支給対象者1人につき6,000円（平成27
年度は加算措置はありません）
担当課　障害福祉総務課

②子育て世帯臨時特例給付金
基準日　平成27年5月31日時点で住民登録している
市区町村へ申請
支給対象　基準日における平成27年6月分の児童手当

（特例給付除く）の受給者および要件を満たす人
対象児童
◦支給対象者の平成27年6月分の児童手当（特例給付
除く）の対象となる児童
◦臨時福祉給付金対象者などを含む
支給額　対象児童1人につき3,000円
担当課　子育て支援課
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檀
波
羅
公
園
墓
地
使
用
の
み
な
さ
ん

こ
ん
な
と
き
に
は
手
続
き
を

　
檀
波
羅
公
園
墓
地
の
使
用
に
あ
た

り
、
左
記
の
事
項
が
生
じ
た
時
は
手

続
き
が
必
要
で
す
。

◦
使
用
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き

◦
使
用
者
の
住
所
、
氏
名
な
ど
を
変

更
し
た
と
き

◦
使
用
許
可
証
を
紛
失
し
た
と
き

◦
お
墓
に
埋
葬
・
改
葬
す
る
と
き

◦
墓
地
を
市
へ
返
還
す
る
と
き

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
法
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

　

耐
震
性
が
不
足
し
て
い
る
マ
ン

シ
ョ
ン
の
建
替
な
ど
の
円
滑
化
を
図

る
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑

化
等
に
関
す
る
法
律
」
が
平
成
26
年

12
月
24
日
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
改
正
に
あ
わ
せ
て
、
マ
ン
シ

ョ
ン
の
区
分
所
有
者
、
管
理
組
合
、

借
家
人
な
ど
が
利
用
で
き
る
相
談
窓

口
と
し
て
、「
住
ま
い
る
ダ
イ
ヤ
ル
」

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
や
マ
ン
シ
ョ

ン
敷
地
売
却
な
ど
に
関
す
る
相
談
受

付
）
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
「
住
ま
い
る
ダ
イ
ヤ
ル
」
で
受
け

た
電
話
相
談
の
う
ち
、
法
律
や
制
度

な
ど
に
関
す
る
専
門
的
な
相
談
が
必

要
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
・

建
築
士
に
よ
る
無
料
の
対
面
相
談

（
専
門
家
相
談
）
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
合
先　
公
益
財
団
法
人 

住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
・
紛
争
処
理
支
援
セ
ン

タ
ー

相
談
専
用
番
号　
土・日
曜
日
、
祝・

休
日
、
年
末
年
始
除
く
午
前
10
時
〜

午
後
５
時
に
「
住
ま
い
る
ダ
イ
ヤ
ル
」

（
☎
０
５
７
０・
０
１
６・
１
０
０ 

Ｐ

Ｈ
Ｓ
や
一
部
IP
電
話
か
ら
は
☎
03
・

３
５
５
６・５
１
４
７
）
へ

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.
chord.or.jp

）
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
暮
ら
し
の
便
利
帳
」
を

官
民
協
働
で
発
行
し
ま
す

　
市
の
概
要
や
事
業
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
手
続
き
や
窓
口
案
内
な
ど
の
情

報
を
ま
と
め
た
冊
子
「
暮
ら
し
の
便

利
帳
」
を
㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
と
協
働

発
行
す
る
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
編
集
・
印
刷
・
配
付
に
か
か
る
費

用
は
す
べ
て
広
告
料
で
賄
わ
れ
る
た

め
、
市
は
費
用
負
担
な
し
で
発
行
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
9
月
ご
ろ
に
5
万
部
を
発
行
し
、

全
戸
に
配
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
合
先　
市
民
協
働
課

　今回は泉佐野市と友好関係にあるモンゴル国トゥブ県につ
いて、県庁所在地のズーンモド市を紹介します。
　ズーンモド市には、チベット仏教の歴史ある有名なお寺（マ
ンズシル寺院）と観光地があります。
　また、ズーンモド市のシンボルは鹿です。日本の鹿と違っ
て大きさはラクダ以上のものがあります。ズーンモド市のす
ぐ北側にはボグドハーンという国立公園があります。ここは、
世界で最初に自然保護された公園と呼ばれています。　
　そこには鹿がたくさん住んでいるので、市のシンボルが鹿
になりました。夏の気温はプラス20度少しで過ごしやすいで
すが、冬はマイナス30度以下になるという厳しい環境です。
　ズーンモド市は、旧ソ連との関係が強かった時代に作られ
たロシア様式の美しい街です。
　当時、市民全員が毎月、街の大掃除をし、きれいな街並み

を保っていましたが、民主化運
動により旧ソ連の影響が弱まる
うちに、街には、ゴミがめだつ
ようになってきました。
　泉佐野市とトゥブ県との間の覚書により、昨年、泉佐野市からゴミ収
集車が寄贈されました。現在そのゴミ収集車はズーンモド市で活躍して
おり、住民からは、泉佐野市に対しての感謝の声が多く聞かれます。

▲ズーンモド市の市章と市役所

広
　
告
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　　　　　平成27年度
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）設置補助

　市では、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止に寄与するため、市内の住宅で家庭用燃料電
池コージェネレーションシステム（エネファーム）を新たに設置し使用する人に、設置費用の一部を補
助します。
対象システム　未使用品で、一般社団法人 燃料電池普及促進協会（FCA）が指定したもの
対象者　対象システム設置場所に住民登録し、次のすべての要件を満たす市内在住者
◦国が実施するエネファーム導入に係る補助事業を行い、「国の補助金の額の確定通知書」を交付されて
いる
◦自ら居住する住宅に対象システムを設置するか対象システム付き住宅を購入した
◦平成26年3月1日〜平成28年2月29日に対象システムを設置し、引渡しを受けた
◦世帯全員が市税を滞納していない
◦補助金の交付を本人または同一世帯の人が受けていない
補助金額　5万円（定額）
補助予定件数　100件以内　
申込・問合先　6月15日〜来年3月15日に所定の申請書に必要事項を記入し、
直接環境衛生課へ（郵送不可）
※申請書類は環境衛生課窓口にて受け取るか市ホームページ（環境衛生課）か
らダウンロードしてください。また、添付書類など詳しくは問い合わせてください。

こんなときは
国民年金の届出を！

　届出がないと、国民年金の
納付や受給ができなくなるこ
ともありますので、忘れない
ようにしましょう。
◦20歳になったとき（厚生年
金や共済組合などの加入者以
外の人）
◦20歳 か ら60歳 の 間 で 会
社を退職したとき（厚生年
金や共済年金の加入者でなく
なったとき）
※扶養されていた配偶者も手
続きが必要です。
◦扶養されていた配偶者が、
一定の収入があるなどの理由で
扶養されなくなったとき
問合先　国保年金課

　　　　　国民健康保険加入のみなさんへ
特定健康診査を受けましょう！

　　　　　　（健康マイレージ対象　40〜74歳は必須項目） 問合先　国保年金課
　特定健康診査を受診して自分の健康状態を知り、生活習慣病予防に役立てま
しょう。５月中旬頃、対象者に無料で受診できる受診券を郵送します。
※国民健康保険の資格を喪失した人、今年度中に人間ドックを受診した（受診予定含む）
人は受診できません。また、受診券の紛失や届かない場合は、問い合わせてください。
期間　受診券が届いた日〜来年３月31日
対象　40〜 74歳の本市国民健康保険加入者
受診機関　受診券に同封するチラシに記載している医療機関（医療機関への予約
が必要です）。集団健診は、下記をご覧ください。
持ち物　国民健康保険証、特定健康診査受診券、前年度の健診結果（受けた人のみ）

泉
佐
野
市
国
民
健
康
保
険
料

納
付
勧
奨
等
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
４
月
か
ら
、
市
が
業
務
委
託
し
た

民
間
企
業
の
電
話
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
、

次
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◦
納
付
の
勧
奨
、
口
座
振
替
の
推
進

…
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
納
め
忘
れ
て
い
る
人

へ
納
付
を
呼
び
か
け
ま
す
。

◦
特
定
健
診
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
情
報
案
内
…
特
定
健
診
の
情
報

や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
情
報
を

案
内
し
ま
す
。
ま
た
、
特
定
健
診
受

診
の
勧
奨
も
行
い
ま
す
。

【
振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
】

　

市
役
所
の
職
員
や
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

機
（
現
金
自
動
預
け
払
い
機
）
を
利

用
し
た
現
金
振
込
を
お
願
い
す
る
こ

と
や
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証

番
号
を
お
伺
い
す
る
こ
と
は
、
一
切

あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
先

国
保
年
金
課

国
民
健
康
保
険

国

民

年

金

健診日（午前）特定健診とセット
で き る 検 診 申込期間

6月26日㈮
結核・肺がん、胃
がん、大腸がん

5月15日㈮
〜29日㈮28日㈰

10月21日㈬ 9月10日㈭
〜25日㈮23日㈮

来年
1月24日㈰ 結核・肺がん

12月10日㈭〜
25日㈮1月29日㈮ 結核・肺がん、胃

がん、大腸がん
1月31日㈰ 結核・肺がん

健診場所　保健センター
申込　午前9時〜午後6時（土・日曜日、
祝日除く）にフリーダイヤル 0120-
966-734 Fax06-6455-6707へ
※健診日は右の表を参照。特定健診のみ
の受診も可。定員になり次第受付終了で
す。申込期間終了後の予約の変更・キャ
ンセルは保健センター（☎463-6001）へ
問合先　国保年金課

集団検診
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介
護
保
険

問
合
先
　
高
齢
介
護
課

介
護
保
険
事
業
の
現
状

～
増
え
続
け
る

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
～

　

泉
佐
野
市
で
は
超
高
齢
社
会
の
進

展
に
伴
い
、
介
護
や
支
援
を
必
要
と
す

る
人
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
や
有
料
老
人
ホ
ー

ム
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

な
ど
の
増
加
に
よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
で
き
る
基
盤
が
整
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か

か
る
費
用
が
年
々
増
え
続
け
、
介
護
保

険
事
業
計
画
第
５
期
中
（
平
成
24
〜
26

年
度
）で
は
約
３
億
円
の
赤
字
と
な
り
、

大
阪
府
の
財
政
安
定
化
基
金
か
ら
の
貸

付
を
受
け
て
、
介
護
保
険
事
業
の
収
支

を
均
等
に
保
っ
て
き
ま
し
た
。

　

第
６
期
（
平
成
27
〜
29
年
度
）
で

は
、
大
阪
府
へ
の
返
還
金
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
見
込
量
の
増
加
、
第
１
号
被
保
険

者
の
保
険
料
負
担
割
合
の
改
定
な
ど
に

よ
り
、
第
１
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険

料
が
大
幅
に
引
上
げ
と
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
団
塊
の
世
代
が
全
て
65
歳
以
上

と
な
り
、
今
後
ま
す
ま
す
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　
市
で
は
、
介
護
保
険
事
業
の
安
定

し
た
運
営
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
予

平
成
27
年
度
か
ら

65
歳
以
上
の
人
の

保
険
料
の
額
が
変
わ
り
ま
す

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

は
、
３
年
に
１
度
改
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
平
成
27
年
度
が
そ

の
改
定
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

防
事
業
、
介
護
給
付
の
適
正
化
や
介

護
認
定
の
平
準
化
の
取
組
に
よ
り
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
抑
制
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　
今
後
も
市
民
の
み
な
さ
ん
ご
自
身

の
健
康
づ
く
り
へ
の
取
組
や
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
は
本
当
に
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
な
時
に
ご
利
用

頂
き
、
介
護
保
険
事
業
を
持
続
可
能

な
制
度
と
し
て
い
け
る
よ
う
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
改
定
は
、
平
成
27
〜
29
年
度
の
３

年
間
に
提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
費
用
の
見
込
み
に
基
づ
き
、
保
険

給
付
に
要
す
る
約
22
％
を
市
内
在
住

の
65
歳
以
上
の
人
数
で
割
っ
た
額
を

基
準
額
と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。

　

平
成
24
〜
26
年
度
の
基
準
額

６
３
，
８
６
４
円
（
年
額
）
に
対
し

て
、平
成
27
〜
29
年
度
の
基
準
額
は
、

８
０
，
１
０
０
円
（
年
額
）
で

25.4
％

の
上
昇
と
な
り
ま
し
た
。（
下
表
参
照
）

　
今
後
、
予
想
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
給
付
費
の
増
大
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
、
安
心
し
て
保
険
給
付
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
介
護

保
険
制
度
が
健
全
に
運
営
で
き
る
よ

う
に
保
険
料
の
納
付
に
ご
理
解
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
27
年
度
の
保
険
料
に

つ
い
て
は
、
本
人
の
平
成
26
年
中
の

所
得
状
況
お
よ
び
平
成
27
年
４
月
１

日
現
在
の
世
帯
の
課
税
・
非
課
税
の

状
況
に
よ
り
７
月
に
保
険
料
を
決
定

し
、通
知
書
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

　
ま
た
、
現
在
４
〜
６
月
の
保
険
料

は
、
前
年
度
と
同
額
の
保
険
料
で
仮

徴
収
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、７
月（
特

別
徴
収
の
人
は
８
月
）
以
降
は
、
決

定
さ
れ
た
保
険
料
と
仮
徴
収
額
と
の

差
額
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
７
月
に
発
送
す
る
決
定
通

知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

段    
階 対象者

基準額に
対する割合
（倍）

保険料
（円）

1 生活保護受給者及び世帯非課税で
老齢福祉年金受給者 0.5 31,932

2
世帯全員が非課税で本人の前年合
計所得＋課税年金収入が80万円
以下

0.5 31,932

3 世帯全員が非課税で第2段階以外 0.75 47,898
4
特
例

世帯に課税者がおり、本人の前年
合計所得金額＋課税年金収入が
80万円以下

0.9 57,478

4 世帯に課税者がおり、第4段階特
例以外 1.0 63,864

5 本人が課税で前年の合計所得金額
が200万円未満 1.25 79,830

6 本人が課税で前年の合計所得金額
が200万円以上400万円未満 1.5 95,796

7 本人が課税で前年の合計所得金額
が400万円以上600万円未満 1.75 111,762

8 本人が課税で前年の合計所得金額
が600万円以上 2.0 127,728

段
階 対象者

基準額に
対する割合

（倍）
保険料
（円）

1
生活保護受給者、世帯非課税で老齢福
祉年金受給者及び本人の前年合計所得
＋課税年金収入が80万円以下の人

0.45 36,045

2 世帯全員が非課税で本人の前年合計所
得＋課税年金収入が120万円以下の人 0.75 60,075

3 世帯全員が非課税で第２段階以外の人 0.75 60,075

4
世帯に課税者がおり、本人の前年
合計所得金額＋課税年金収入が80
万円以下の人

0.9 72,090

5 世帯に課税者がおり、第4段階以外の人 1.0 80,100
6 本

人
が
課
税
で前年
の
合
計
所
得
金
額
が

120万円未満 1.2 96,120
7 120万円以上190万円未満 1.3 104,130
8 190万円以上200万円未満 1.4 112,140
9 200万円以上240万円未満 1.5 120,150
10 240万円以上290万円未満 1.6 128,160
11 290万円以上400万円未満 1.7 136,170
12 400万円以上600万円未満 1.8 144,180
13 600万円以上800万円未満 2.0 160,200
14 800万円以上1,000万円未満 2.25 180,225
15 1,000万円以上 2.5 200,250

改 正 前 の 保 険 料 額 ( 年 額 ) 改 正 後 の 保 険 料 額 ( 年 額 )

➡

0
10
20
30
40
50
60
70
80

（億円）

21　 22　 23　 24   25    26  （年度）
                                    （見込）

介護保険事業費の推移
（保険給付費+地域支援事業費）
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納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た

　
４
月
末
に
納
税
通
知
書
「
固
定
資

産
税・都
市
計
画
税
（
土
地・家
屋
）、

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）、
軽
自

動
車
税
」
を
送
付
し
ま
し
た
。

　
納
期
限
ま
で
に
金
融
機
関（
銀
行・

農
協･

郵
便
局
な
ど
）、
市
役
所
な
ど

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
30
万
円
以
下
の
固
定
資
産

税
・
軽
自
動
車
税
・
市
府
民
税
（
普

通
徴
収
分
）
は
、
納
付
書
に
記
載
す

る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

付
で
き
ま
す
。

【
口
座
振
替
で
の
納
付
の
場
合
】

　
通
知
書
の
税
額
が
、
指
定
口
座
に

残
っ
て
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。（
領
収
書
は
送
付
し
ま
せ
ん
の

で
、
通
帳
記
帳
な
ど
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。）

※
新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場

合
は
、
取
扱
期
限
ま
で
に
税
務
課
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
は
２
期
以
降
の
期
別

納
付
か
ら
、
軽
自
動
車
税
は
来
年
度

分
か
ら
利
用
で
き
ま
す
。

【
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
】

　
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書（
土
地・

家
屋
）
に
は
、
面
積
、
評
価
額
、
税

減
免
制
度

【
固
定
資
産
税
】

　
収
入
が
少
な
い
高
齢
者
な
ど
が
所

有
す
る
居
住
用
資
産
（
土
地・家
屋
）

の
う
ち
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も

の
に
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
広
報
４
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
納
期
限
の
７
日
前
（
今

年
度
第
１
期
分
は
５
月
25
日
㈪
ま
で
）

必
要
な
も
の　
平
成
27
年
度
納
税
通

知
書
、
印
鑑

【
軽
自
動
車
税
】

　
次
の
軽
自
動
車
な
ど
に
は
減
免
制

度
が
あ
り
ま
す
。

◦
身
体
な
ど
に
障
害
を
有
す
る
人
が

所
有
し
て
い
る

額
な
ど
を
記
載
し
た
課
税
資
産
明
細

書
も
添
付
し
て
い
ま
す
。

【
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
】

　
納
税
通
知
書
に
添
付
し
た
「
軽
自

動
車
税
納
税
証
明
書
（
継
続
検
査

用
）」
は
、
検
査
受
け
時
に
使
え
ま

す
の
で
、
検
査
証
と
一
緒
に
保
存
し

て
く
だ
さ
い
。口
座
振
替
の
人
に
は
、

振
替
終
了
後
に
証
明
書
を
送
付
し
ま

す
。

※
納
税
証
明
書
欄
に
「
＊
」
が
入
っ

て
い
る
も
の
、
金
融
機
関
な
ど
の
領

収
印
が
な
い
も
の
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
市
役
所
で
納
税
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

よ
く
あ
る
疑
問
に
答
え
ま
す

【
都
市
計
画
税
】

Ｑ
．
固
定
資
産
税
と
あ
わ
せ
て
都
市

計
画
税
を
納
め
て
い
ま
す
が
、
都
市

計
画
税
と
は
ど
の
よ
う
な
税
な
の
で

し
ょ
う
か
？ 

Ａ
．
都
市
計
画
税
は
、
使
い
み
ち
が

特
定
さ
れ
て
い
る
税
金
で
、
都
市
計

画
事
業
や
土
地
区
画
整
理
事
業
な
ど

の
事
業
費
用
に
あ
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
街
路
や
公
園
の
整

備
、
下
水
道
の
普
及
、
駅
前
再
開
発

な
ど
、
泉
佐
野
の
ま
ち
全
体
の
都
市

環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
都
市
計
画
税
は
、

個
々
の
事
業
に
よ
っ
て
周
辺
の
都
市

環
境
が
改
善
さ
れ
た
人
だ
け
に
負
担

し
て
い
た
だ
く
と
い
う
も
の
で
は
な

く
、広
く
市
内
の
市
街
化
区
域
内
に
、

土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
人
に

負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

平
成
25
年
度
都
市
計
画
税
収
入
額

…
14
億
７
２
７
万
円

◦
生
計
を
同
じ
く
す
る
人
が
所
有
し
、

身
体
な
ど
に
障
害
を
有
す
る
人
の
た

め
に
使
用
し
て
い
る

◦
専
ら
身
体
障
害
者
な
ど
の
利
用
に

供
す
る
た
め
の
構
造
の
も
の

申
請
期
限　
５
月
25
日
㈪

市
税
は
納
期
限
内
に

納
め
ま
し
ょ
う

固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
・
償
却

資
産
含
む
）
の
第
１
期
と
軽
自
車
税

の
納
期
限　
6
月
１
日
㈪

◦
延
滞
金

　
納
期
限
ま
で
に
納
税
し
な
い
場
合

は
、
本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
を
あ
わ
せ
て
納
め
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◦
さ
ら
に
滞
納
が
続
く
と

　
納
期
限
ま
で
に
納
め
た
納
税
者
と

の
公
平
を
保
つ
た
め
、
ま
た
、
大
切

な
市
税
を
確
保
す
る
た
め
に
、
滞
納

し
て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
、
預

大阪府からのお知らせ
〜自動車税の納期限は6月1日㈪です〜

　納税通知書に記載の金融機関、郵便局、
コンビニエンスストア、クレジットカー
ド（インターネットによる手続き）で納
期限までに納めてください。
問合先　大阪府自動車税コールセンター

（☎0570-020156）

貯
金
、
給
料
な
ど
）
す
べ
て
を
調
査

し
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」

に
よ
る
共
同
徴
収

　
今
年
度
よ
り
大
阪
府
域
に
お
い
て

「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」
が

設
置
さ
れ
、
本
市
を
含
む
府
内
27
市

町
と
大
阪
府
が
市
税
・
府
税
の
共
同

徴
収
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。徴
収
機
構
に
引
き
継
ぐ
事
案
は
、

長
期
間
納
税
が
滞
っ
て
い
る
事
案
、

納
税
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

納
税
が
な
い
事
案
、
高
額
の
税
を
滞

納
し
て
い
る
事
案
な
ど
で
す
が
、
本

市
に
お
い
て
も
、
こ
の
６
月
よ
り
一

部
滞
納
案
件
の
徴
収
機
構
へ
の
引
継

を
行
い
ま
す
。

【
固
定
資
産
税
】

Ｑ
．
今
年
の
固
定
資
産
税
が
急
に
高

く
な
っ
た
が
、
な
ぜ
？ 

Ａ
．
昨
年
度
と
比
べ
て
税
額
が
高
く

な
る
の
は
、
様
々
な
理
由
が
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
よ
く
あ
る
例
は

◦
家
屋
の
新
築
後
何
年
か
経
っ
て
、

新
築
住
宅
の
軽
減
措
置
の
適
用
期
間

が
切
れ
た
場
合
（
軽
減
期
間
：
一

般
住
宅
は
新
築
後
３
年
度
分
、
中
高

層
耐
火
住
宅
な
ど
は
新
築
後
５
年
度

分
）

◦
前
年
中
に
新
た
に
土
地
や
家
屋
を

取
得
し
た
場
合

◦
土
地
の
現
況
が
変
わ
っ
た
（
農
地

を
宅
地
に
し
た
な
ど
）
場
合

 　

税問
合
先
　
税
務
課
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